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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。
  秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／ 公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む） ／ 公開可能な場合は【機密性１】

1
帰還困難区域における取組（除染・家屋解体等）

○特定復興再生拠点区域において、除染や家屋等の

解体を実施。

は避難指示解除 葛尾村  2022年６月１２日
大熊町   ６月３０日
双葉町   ８月３０日
浪江町  2023年３月３１日
富岡町   ４月 １日
飯舘村   ５月 １日

○引き続き、特定復興再生拠点区域における家屋等

の解体、フォローアップ除染等を実施。

○特定帰還居住区域についても、今後区域が設定さ

れた後、除染や家屋等の解体を実施。

○先行除染対象とされている大熊町、双葉町の一部

の地域においては、本年度内の早期着手に向けて

準備。
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2
中間貯蔵施設等における事業の状況

○中間貯蔵施設とは、福島県内の除染により発生した除去土壌や廃棄物、10万Bq/kgを超える焼却灰等に
ついて、中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分までの間、安全かつ集中的に管理・保管するための
施設。

○中間貯蔵施設区域は約1,600ha（渋谷区とほぼ同じ面積）。大変重いご決断で大熊町・双葉町に受け入
れを容認いただいた。引き続き、安全第一を旨として、中間貯蔵施設事業に取り組む。

○福島県内の除染で発生した除去土壌等（帰還困難区域を含む。）について、 2023年7月末時点で、累積
約1,354万㎥を中間貯蔵施設へ搬入。

○ 2023年６月１日から、クリーンセンターふたばへの特定廃棄物の搬入を開始。

凡例

運搬ベルトコンベア

クリーンセンター
ふたば
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3
県外最終処分、再生利用の基本的考え方

○ 福島県内で発生した除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内（2044年度末まで）に、福島県外で最終 
処分を完了するために必要な措置を講ずることと法律で規定。県外最終処分量を低減するため、政府一体と
なって、除去土壌等の減容・再生利用等に取り組んでいる。

○  減容・再生利用の推進に当たっては、2016年に策定し、2019年に見直しを行った「中間貯蔵除去土壌等の減容・
再生利用技術開発戦略」及び「工程表」に沿って、具体的な取組を進めている。

○ 再生利用については、飯舘村における農地造成、中間貯蔵施設内における道路盛土の実証事業を実施すると
ともに、環境調査研修所及び新宿御苑については、2022年12月中旬から住民説明に着手。

○ 2024年度を戦略目標として、基盤技術の開発を進めるとともに、最終処分場の必要面積や構造について実現可
能ないくつかの選択肢を提示することとしている。その上で、2025年度以降に最終処分場に係る調査検討・調整
などを進めていく。

◇福島県内での道路盛土実証事業◇福島県飯舘村長泥地区での実証事業
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4

○ 県外最終処分の方針についての認知度は、福島県内で約５割、福島県外では約２割。

○ 除去土壌の再生利用や最終処分に関する全国民的な理解醸成が必要不可欠であり、環境大臣が出席する対話
フォーラムや除去土壌を用いた鉢植えの設置等の取組を全国で展開中。

○ 中間貯蔵施設の土壌貯蔵エリアや福島県飯舘村長泥地区の実証事業エリアを対象とした現地見学会を開催。

○ 今年度は、新たに、５月よりIAEA専門家会合を実施。

全国での
対話フォーラムの実施

除去土壌を用いた鉢植え等の設置

これまでに全国の主要都市で
合計９回開催。
対話の様子はオンラインで
公開中。

2023年８月19日
対話フォーラム（＠東京）の様子

最終処分・再生利用に係る理解醸成

（YouTubeアーカイブ動画等⇒）

30cm

30cm

敷石
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利用のイメージ

↑約5,100Bq/kgの
除去土壌を使用

IAEA専門家会合

環境省の要請により国際原子力機関
（IAEA）が実施。技術的、社会的な観点
からの国際的な評価・助言が期待される。

水田の実証の現地視察

環境大臣室

会合の様子

2023年8月7日時点で総理大臣官邸、関係省庁等、
福島県外23施設に設置済み。



5km

30km

10km

50km

30km

50km

トリチウム

トリチウム

トリチウム

トリチウム

【拡大図】 【広域図】

：環境省の測点

：東京電力の測点

ALPS処理水に係る海域モニタリングの結果について（1回目）

○ 8月24日（木）午後の放出開始を受け、翌25日（金）朝に、計11か所で採水を実施。

○ 分析※の結果、11か所全てで、トリチウム濃度が検出下限値未満（7～8Bq/L未満）であり、人や環境

への影響がないことを確認。本結果は、ウェブサイトやSNSでも発信。

※ 速報性を優先した分析。従来実施してきた検出下限値が小さい精密分析の結果は約２か月後を目途に公表予定。

（参考）原子炉等規制法に基づく規制基準：60,000 Bq/L、 WHOの飲料水基準：10,000 Bq/L

東京電力が放出停止を判断する値：発電所から3km以内では700 Bq/L、10km四方内では30 Bq/L

○ 引き続き当分の間、毎週海水を採取し、分析を実施。
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